
令和2年度後期高齢者医療制度
問	鳥取県後期高齢者医療広域連合業務課	 	0858-32-1099
問	本庁舎保険年金課	 	0857-30-8225		 	0857-20-3906
（介護保険料について）	 問	本庁舎長寿社会課		 	0857-30-8212		 	0857-20-3906
（年金生活者支援給付金について）	問	ねんきんダイヤル		 	0570-05-1165

■保険料について
	 【均等割額】	 【所得割額】
保険料＝	42480円＋	所得×8.07㌫
※保険料の最高額（賦課限度額）：64万円
　　　　　　　　　　　　　　　（改正前 62万円）
※均等割額は所得が低い人については、軽減措置が適
用されます。
※後期高齢者医療制度に加入する前日に健康保険など
の被扶養者であった人は、所得割額はかかりません。
また、資格取得日の属する月以後 2年を経過する月
までの間に限り、均等割額が 5割軽減されます。

■保険料軽減措置の見直しについて
　現役世代との負担をより公平にするため、特例的に軽
減していた年金収入80万円以下などの要件を満たす人
の保険料を、昨年度から段階的に見直しを行っています。
この見直しに合わせ、介護保険料については、所得の低
い高齢者への保険料の負担が軽減され、また所得の低い
年金受給者へは、昨年10月から、年金生活者支援給付
金（基準額月5000円）の制度が始まっています。
　後期高齢者医療保険料の均等割額の 5割軽減・2割
軽減の軽減措置については、昨今の経済情勢などを踏
まえ、対象者が拡大されます。

【改　正　前】 【改　正　後】
世帯（被保険者および世帯主）の

総所得金額等 軽減割合 世帯（被保険者および世帯主）の
総所得金額等 軽減割合

「基礎控除額（33 万円）以下の世帯で、
被保険者全員が年金収入 80 万円以下」
の世帯（その他各種所得がない場合）

8割軽減
「基礎控除額（33 万円）以下の世帯で、
被保険者全員が年金収入 80 万円以下」
の世帯（その他各種所得がない場合）

7割軽減

「基礎控除額（33万円）」以下の世帯 8.5割軽減 「基礎控除額（33万円）」以下の世帯 7.75割軽減

「基礎控除額（33万円）＋ 28.0万円×
世帯の被保険者数」以下の世帯 5割軽減 「基礎控除額（33万円）＋ 28.5万円×

世帯の被保険者数」以下の世帯 5割軽減

「基礎控除額（33万円）＋ 51.0万円×
世帯の被保険者数」以下の世帯 2割軽減 「基礎控除額（33万円）＋ 52.0万円×

世帯の被保険者数」以下の世帯 2割軽減

※ 65歳以上（前年度の 1月 1日時点）の公的年金受給者の場合は、「年金収入－（120 万円＋ 15万円）」が軽減
を判定するための所得額となります。

介護保険負担限度額認定証の更新手続き
問	本庁舎長寿社会課		 	0857-30-8212		 	0857-20-3906

　現在お持ちの認定証の有効期限は 7月 31 日です。
介護保険施設（特別養護老人ホーム・介護老人保健施
設・介護療養型医療施設、介護医療院）に入所中の人
は、施設が代行で申請手続きを行う場合がありますの
で、施設へご相談ください。

受付期間	 6 月 1日（月）〜 30日（火）
と こ ろ	 長寿社会課、各総合支所市民福祉課
必要なもの	 本人および配偶者の印鑑、本人および配偶

者の資産が分かるもの（通帳など）、本人確
認書類、代理権を確認できる書類など

【認定区分の判定】

利用者負担段階
負担限度額（本人負担額）
居住費（滞在費） 食	費

第1段階
市民税非課税世帯（世帯を分離してい
る配偶者を含む）で老齢福祉年金を受
給されている人、生活保護を受給され
ている人

かつ、預貯金
などが単身で
1000万円（夫
婦 で2000万
円）以下

ユニット型個室 820円/日

300円/日
ユニット型個室的多床室 490円/日

従来型個室 490円/日
（320円/日）

多床室 0円/日

第2段階
市民税非課税世帯（世帯を分離してい
る配偶者を含む）の人のうち、合計所
得金額と課税年金収入額と非課税年金
収入額の合計が年間80万円以下の人

ユニット型個室 820円/日

390円/日
ユニット型個室的多床室 490円/日

従来型個室 490円/日
（420円/日）

多床室 370円/日

第3段階
市民税非課税世帯（世帯を分離してい
る配偶者を含む）の人のうち、上2項
に該当しない人

ユニット型個室 1310円/日

650円/日
ユニット型個室的多床室 1310円/日

従来型個室 1310円/日
（820円/日）

多床室 370円/日

第4段階 上3項に該当しない人（市民税課税世帯） 居住費（滞在費）・食費については、施設が定めた金
額をお支払いいただくことになります。

※従来型個室の（　）内の金額は、介護老人福祉施設に入所または、短期入所生活介護を利用した場合になります。

マイナンバーの通知方法が変わります
問	本庁舎市民課		 	0857-30-8195		 	0857-20-3909

　これまでマイナンバーの通知とし
て送付されていた通知カードが廃止
となります。今後、マイナンバーの
通知は『個人番号通知書』（マイナン

バー、氏名、生年月日、通知書の発行日などが記載さ
れたもの）の送付により行われます。
■個人番号通知書について
・マイナンバーを証明する書類、身分証明としては使
用できません。

・氏名、住所などに変更があった場合の記載の変更は
行いません。
・紛失時の届出は不要です。また、再発行は行いません。
■今後の通知カードの取り扱いについて
・新規発行、再発行は行いません。
・氏名、住所などに変更があった場合の記載の変更は
行いません。
・マイナンバーカードお受け取りの際は返納となりま
す。

○ マイナンバーカードの申請にはスマートフォンやタブ
レットによるオンライン申請が便利です。顔写真データを
ご準備のうえ、右記のQRコードを読み取ってください。

○ 郵送によりマイナンバーカードを申請する場合には、同
梱の封筒と交付申請書をご利用ください。その他の申請方
法については同梱のパンフレットをご確認ください。

工場管理用QRコード

個人番号通知書

個人番号 １２３４ ５６７８ ９０１２
氏 名 番号 太郎
生年月日 平成元年１月１日

H012345678

令和２年６月１日発行
品川区長

マイナンバーカードの申請について

交付申請用QRコード

○ 本通知書はあなたの個人番号(マイナンバー)をお知らせするためのものです。

○ 本通知書は「マイナンバーを証明する書類」や「身分証明書」としては利用
できません。「マイナンバーを証明する書類」が必要な場合には、マイナン
バーカードをご提示いただくか、マイナンバー入りの住民票の写しまたは住民
票記載事項証明書をご提出ください。

○ 本通知書の再発行は行いません。

※ なお、マイナンバーカードを申請した場合、申請状況の問い合わせに必要な
あなたの申請書IDは【11223344  55667788  99001122  33445566  77889900  112233】】です。

○ マイナンバーカードの受け取りには本人確認が必要ですが、申請時に本人確
認を行う場合には、本通知書を提示することで、手続が簡素化できる場合があ
ります。マイナンバーカードの申請に関する詳細については、同梱のパンフ
レットまたはマイナンバーカード総合サイト（https://www.kojinbango-
card.go.jp/）をご覧ください。

お問い合わせ先：0120-95-0178（マイナンバー総合フリーダイヤル）
平日9時30分～20時00分 土日祝9時30分～17時30分（年末年始を除く）

案案

松くい虫防除の薬剤散布にご協力を
問	（賀露町区域）本庁舎林務水産課	 	0857-30-8311		 	0857-20-3043
問	（福部町区域）福部町総合支所産業建設課	 	0857-75-2814		 	0857-74-3714

　松くい虫防除のため、散布機による薬剤地上散布を
行います。当日の気象条件などにより予定が変更とな
る場合があります。
【おねがい】
●散布当日に散布地域とその付近の山林に入ると、頭
痛やめまいなどが起きることがあります。散布後１
週間程度は散布区域への立入を控えてください。

●散布中は地域内での駐車は避けてください。薬剤がか
かったと思われたら、すみやかに洗車してください。
●散布区域内で山菜などを採られる人は、散布前日ま
でに採ってください。

●散布区域付近に住んでいる人は、当日の午前中は、
洗濯物などを外に干さないようにしてください。

●福部町での薬剤散布については、交通規制を実施す
る為、ご理解ご協力の程よろしくお願いします。

※使用する薬剤は、松くい虫をはじめとする林業害虫
防除用のスミパイン乳剤（MEP80）を水で薄めたも
のです。

散布区域 福部町
(湯山 )

福部町
(海士 ) 賀露町

散布日 6月9日(火) 6月10日(水) 6月12日(金)

時　間 5:00〜8:00 5:00〜8:00 5:00〜12:00

鳥取砂丘鳥取砂丘

鳥取空港鳥取空港

湖山池湖山池

多鯰ヶ池多鯰ヶ池

駟馳山駟馳山地上散布地上散布

ピックアップインフォメーション ピックアップインフォメーション
Pick up information Pick up information
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